
　全ての市民が豊かに暮らせるよう、
安全・安心なまちづくりを進めます。
このため、保健、医療、福祉の充実を
図ります。また、地域コミュニティの
強化を図り、住民自らが地域を守るシ
ステムを形成します。

【主な事業】

　総合的な保健・医療・福祉施策の推進
　（（仮称）北地区保健福祉センターの
　整備、特別養護老人ホーム等の整備
　促進　など）
　防災、消防対策の強化
　（地域防災活動の支援、消防施設の整備、防災無線整備　など）
　安全・安心なまちづくりの推進
　（安全・安心まちづくり推進体制の構築、地域防犯活動の支援　など）

　都市内分権（分権型社会）を実現
し、市民や民間団体、企業など地域
社会を構成する様々な主体の協働に
よる、自主的、自律的なまちづくり
を目指します。

【主な事業】

　市民主体の協働によるまちづくり
　の推進
　（さがみはらパートナーシップ推進
　指針・都市内分権の推進、コミュ
　ニティ活動への支援　など）

（１）人、自然、産業、文化…新しい都市の交流と発展を支える　質の高い交通・都
市基盤をめざす　＜基本目標　Ⅰ＞
①交通
　さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の骨格幹線道路網の早期整備を図るとともに、
鉄道輸送、バスネットワークの充実、新しい交通システムの導入等に取り組むことに
より、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確
立を目指します。さらに、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進により、交通
渋滞の解消に努めます。
　また、新市内の連携を強化し、多様で活発な交流による発展を促すための骨格的な
交通網の整備を進めるとともに、自然と調和した人に優しく利便性の高い道づくりに
努めます。
骨格幹線道路網の整備
　● 広域幹線道路の整備促進（さがみ縦貫道路、津久井広域道路　など）
　● 国道、県道の整備促進（国道１６号、国道２０号、県道４６号（相模原茅ヶ崎）　など）
　● 幹線道路の整備（（都）相原大沢線　など）
　● （仮称）下九沢大島線の具体化
　● （都）宮下横山台線延伸の具体化に向けた検討
　● 中央自動車道の整備促進（６車線化、相模湖東出口（オフランプ）の改良促進）
公共交通網の充実
　● 広域交通ネットワークの整備（リニア中央新幹線の建設促進及び駅の誘致　など）
　● 鉄道網の充実（小田急多摩線及び京王相模原線の延伸の促進　など）
　● 藤野駅周辺交通施設整備　　　
　● ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進事業
　● 交通バリアフリー基本構想の推進　　● バスのネットワークの充実
　● 乗合バス路線維持事業　　　　　　　● バス利用促進事業の推進
　● バスターミナル整備事業　　　　　　● コミュニティバスの導入検討事業
駐車場対策
　● 公共駐車場整備事業（小田急相模原駅北口地区）
　● 自転車駐車場整備事業（南橋本駅）　　　　● 放置自転車等対策の強化
　● 民間自転車駐車場の整備促進（小田急相模原駅北口地区）

新しい交通システムの導入検討
　● 新しい交通システムの導入検討事業
人にやさしい道づくり
　● 歩行者専用デッキ等の整備　　　　　● 交通安全施設整備事業
②都市基盤
　産業・情報基盤の整備、美しい都市景観の形成、公園整備等を進めるとともに、水
源地域の水環境の保全や生活環境の向上に向けた上下水道の整備等を進め、快適で魅
力ある居住環境の創造を目指します。また、活力ある市街地と水源地域の豊かな自然
とが共存する新市においては、自然環境や文化と調和した質の高い都市基盤整備を進
め、将来にわたって市民が真に豊かな生活を享受することができるまちづくりに取り
組みます。
上水道の整備推進
　● 簡易水道などの公営化推進

下水道の整備推進
　● 公共下水道整備事業
都市緑化と公園整備の推進
　● 公園整備事業（相模原麻溝公園　など）
　● 民有地緑化の促進（屋上緑化等助成　など）　　　● 緑道ネットワーク化事業
良好な住まいづくりの推進
　● 住環境保全 ･形成支援事業　　　　　● 地区計画や建築協定等の促進
　● 街づくり活動推進条例の推進

美しい都市景観の形成
　● 都市景観形成基本計画の推進（景観計画の策定）
　● 屋外広告物等の規制、誘導
　● 優良建築物等整備事業（橋本６丁目Ｄ地区）
高度情報化基盤の整備推進
　● 情報基盤の整備
住宅対策
　● 市営住宅の整備（田名塩田団地　など）　　　　　● 市営住宅の改善

（２）自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす　＜基本目標　Ⅱ＞

①自然・環境
　津久井地域は森林と清流と湖に恵まれた広大で豊かな自然を有しており、神奈川県
の水源地域としても重要な役割を担っています。そのため、森林の持つ価値を再評価
し、市民生活や地域文化、経済活動等を支える貴重な財産であると同時に資源として、
水源地域の自然の保全と活用に努めるとともに、市街地やその周辺に残る貴重な水辺
や緑の保全に取り組み、自然と共存する地域づくりに取り組みます。
　また、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の適
正処理を目的とした、南清掃工場の建替え整備などを進めます。
自然環境の保全、創造、活用
　● 木もれびの森づくり事業　　　　　　● 境川沿い緑地の保全
　● 清流とホタルの里づくりの促進

水源地域の保全
　● 水源の森林の保全　　　　　　　　　● 合併処理浄化槽の設置促進
河川環境の向上
　● 準用河川改修事業（鳩川　など）　　● 都市基盤河川改修事業（道保川）
　● ビオトープの創出

湖環境の向上
　● 湖の水質改善

環境保全活動の推進
　● 環境情報システムの活用　　　　　　● 環境パートナーシップの推進
廃棄物対策の推進
　● 一般廃棄物処理施設整備の推進（清掃工場、し尿処理施設　など）
　● ごみの減量化・資源化施策の推進（新たな分別回収品目の追加　など）　　
　● 廃棄物不法投棄防止対策の推進

（３）地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、地域特性を活かした産業創
生をめざす　＜基本目標　Ⅲ＞
①産業
　首都圏近郊にあり、豊かな自然環境を有するという立地特性と、高度な技術力を活
かし、新たな産業の創出や企業誘致等を図るとともに雇用機会の増大を目指します。
　また、地域特性を活かした産業を振興するとともに、市内での生活の核となる商店
街、商業施設等の活性化や農林業の担い手育成、観光、商業との連携により個性的で
多様な産業の振興を図ります。
活力ある産業の振興
　● 総合的な産業振興施策の推進（産業振興ビジョン推進事業　など）
　● 新たな成長産業の創造（産学連携支援事業　など）
　● 産業支援基盤の整備（インキュベータの整備）
　● 総合的な物流施策方針の検討
　● 津久井リサーチ・インテリジェントパークエリア整備事業

中小企業の育成
　● 経営安定化と経営革新の支援（中小企業振興資金などの各種融資の実施　など）

工業の振興
　● 人材、技術など経営資源の強化支援（共同研究開発支援事業等）
　● 企業立地の促進及び工業用地の保全と創出（産業集積促進事業の推進）

農林業の振興
　● 新都市農業推進事業（アグリセンター事業などの拠点事業　など）
　● 農業経営基盤強化推進事業（認定農業者育成事業　など）
　● 環境保全型農業推進事業　　　　　　● 農林業後継者・担い手確保対策事業
　● 地場農産物ブランド化促進事業

商業の活性化
　● 特色ある商業地の形成（中心商業地・地区中心商業地形成事業の推進　など）
　● にぎわいのある商店街づくりの支援（商店街活性化の促進　など）
　● 高感度な商業・サービス業の集積（魅力ある個店づくりの支援　など）

雇用対策の推進と勤労者福祉の充実
　● 無料職業紹介事業
　● 勤労者福祉施策の充実（あじさいメイツの事業支援　など）

②観光
　津久井地域の四季折々の雄大な景観を育む森林や相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮
ヶ瀬湖などの自然資源を活かした観光産業の育成、文化、芸術などの地域特性を活か
した観光の振興を図るとともに、都市固有の景観やそこで繰り広げられるイベント、
体験などの都市型観光を推進します。さらに観光拠点の連携を強化し、グリーンツー
リズムなど自然体験や交流を通じて多様な余暇ニーズに応えることができる、やすら
ぎと賑わいのある観光地づくりを進めます。
観光の振興
　● 商・工・農業と連携した観光産業の推進
　● 観光拠点の整備とネットワーク化の推進　　　　● 観光振興計画の推進
　● 観光マイスター、観光ボランティアの育成・支援
　● ＩＴを活用した都市型観光情報の受発信
　● ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業　　　　● 森林ミュージアム推進事業
自然を活かしたレクリエーションの振興
　● 水源地域交流の里づくり事業　　　　● ふるさとの森整備事業
　● 三井親水公園整備事業　　　　　　　● ハイキングコース整備事業
　● グリーンツーリズム推進事業　　　　● 民間レクリエーション事業への支援検討

③土地利用
　さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進めるとと
もに、中心市街地での高度利用や、新市全体での効率的かつ秩序ある土地利用などに
より、良好な居住環境の創造と新たな産業立地も進め、特色ある地域の発展を目指し
ます。
計画的で秩序ある土地利用の推進
　● 土地区画整理事業（麻溝台 ･新磯野地区、当麻地区、東金原地区）
　● キャンプ淵野辺留保地の利用計画の検討
　● インダストリアルフォレスト計画の推進

特色のある地域づくり
　● 都市再生緊急整備地域（橋本駅周辺地区）の整備促進

中心市街地の整備
　● 市街地再開発事業（相模大野駅西側地区、小田急相模原駅北口地区）

米軍基地対策の推進
　● 相模総合補給廠、キャンプ座間、相模原住宅地区の全面返還の推進
　● 一部返還、共同使用の推進

（４）心の豊かさを育み、安心して活き活きとした市民生活の実現をめざす　　　
＜基本目標　Ⅳ＞

①教育・文化
　豊かな人間性を育むために、ライフステージに応じた教育・学習機会の充実、支援
や学習・文化・スポーツ施設の整備、活用を図るとともに、スポーツ・レクリエーシ
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 第７章　施策体系

５　安全・安心ネットワークプロジェクト

６　パートナーシップ・都市内分権プロジェクト


